
２００８年９月 春日部市放課後児童クラブ父母会連絡会 
第第９９号号  

１．保育課より 

放課後児童クラブ設置・運営に関するの基本的な考え方（方針）についての説明がありました。 
「働きながら安心して子育てができる様な環境を提供する事が目的。子ども達が健やかに成長できる場

とするために、市と公社、保護者が協力して運営していく事が大切。いろいろと問題もあるが、父母の

意見を聞きながら一つずつ解決して行きたい。」（斉藤保育課長） 
 
２．福祉公社より 

実際に運営にあたっている公社より、日々の生活作りに対する考え方や指導員の採用、研修などのルー

ルなどの説明がありました。（大野主幹より） 
 
３．質疑応答、討議 

現在最も懸念されている３つの問題について、質問と意見交換を行いました。 
１）指定管理者制度の問題 

平成２１年４月から、指定先の更新が予定されている事、福祉公社が解体されるという話が伝えられて

いる事など、以前から父母や指導員の間に不安が広がっていました。現指導員が今後も継続して保育に

携われる様な環境整備をあらためて訴えました。 
今回、「福祉公社は今年度で解散し、全ての事業は社会福祉協議会（以下、社協）に継承される」事が決

まったとのお話をいただき、とりあえず来年度からの受け皿となる組織が継続する事となり、参加した

父母にも安心感が広がりました。保育課としても「保育の継続性は重要視している。父母の希望にでき

るだけ沿いたい」という方針を説明していただきました。 
※注：但し、最終的に社協が指定を受けるかどうかは議会の承認を待つ必要があり、確定事項ではない。 
 
２）指導員の不足問題 

公社より、「八木崎、幸松、立野において不足していた人員は確保できた」との報告がありました。 
父母からは、「病気・怪我や急な退職者が出るとすぐに不足になってしまうのではなく、年初にもう少し

余裕のある配置をお願いしたい。」「応募してもなかなか人が来ないのは、責任の重さに比べて雇用条件

が悪いから？もっと指導員の待遇改善を考慮して！」「公設開始９年間で３８人の退職者。うち１９人が

転職･･･つまりもっと良い仕事に移った。指導員が長く仕事を続けられる様、一層の配慮をお願いした

い。」などの意見が出されました。 
 
３）大規模化＆高学年の退室問題 

入室希望者が増え、いくつかのクラブで高学年が退室勧告を受ける事態に至ったが、その後「一時的に

受け入れ＆近年中に増設」という対応を取っている（幸松、豊野、小渕）。「５年先の児童数（１～３年

生）を想定して順次拡張を進めていき、その中で高学年も受け入れていきたい」（保育課長）。 
父母からは、「不安な時世でもあり、高学年も含めた希望者全員の受け入れを！」と強く要望しました。 
 
議事の詳細については、「臨時代表者会議（９月７日） 議事録」をご参照ください。 

保保育育課課、、福福祉祉公公社社ととのの話話しし合合いいをを行行いいままししたた！！  
９月７日（日）中央公民館にて 

保育課（斉藤課長、須田主幹）、福祉公社（大野主幹、樋川氏）を迎えて 

１４クラブから３２名の父母が出席！ 

代表者会議としてはじめての試み。活発な議論が交わされました。 

  

配布用 
拡大版 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連連絡絡会会へへのの加加盟盟ををおお願願いいししまますす!!!!  
子どもたちの居場所と働く親・家族の生活を守るために、

我々父母が一つになって協力することが必要です。 

 近年、学童保育の必要性が広く一般にも認められ、春日部の様に公設公営の学童保育が増えてきました。

しかし、地域によってその実態は様々であり、公設学童では３年生までしか入室できないところが多いの

が実情です。父母会組織や連協（連絡協議会･･･各学童父母会の連合体）が無い地域では、行政への訴えも

無く、個人単位で悩みや不安があってもどうにもならないケースがあります。お隣の越谷市やさいたま市

の公設学童、川口市なども連協のような組織が無く、４年生になると自動的に退室させられてしまいます。

高学年の入室以外にも、保育内容に対する要望や意見が届きにくくなり、利用者としてより良い環境を求

める事ができません。保育園の場合は、床面積や保育士の数、保育士の免許制度など、細かなルールが法

律で決められていますが、学童保育の場合は法律の制約は無く、自治体の裁量次第でその内容が決まって

しまうのです。 
 このような状況で大切な事は、私たち父母が協力し、心を一つにして行政に訴える事により、子どもた

ちのより良い生活環境を確保していく事ではないでしょか。春日部市において、条例では３年生までとな

っているにも関わらず高学年が受け入れられているのも、公設公営スタート以降も父母会が連携して行政

に働き掛けてきたからに他なりません。 
 未だ連絡会に加盟していないクラブの皆様、多くの父母会が上記の趣旨に賛同して協力してい現状をご

理解いただき、連絡会への加盟を再度ご検討くださいます様、お願いいたします。 

 
春日部市放課後児童クラブ父母会連絡会 加盟クラブ 
粕壁放課後児童クラブ父母会   内牧放課後児童クラブ父母会   幸松放課後児童クラブ父母会 

豊野放課後児童クラブ父母会   備後放課後児童クラブ父母会   八木崎放課後児童クラブ父母会 

緑放課後児童クラブ父母会    上沖放課後児童クラブ父母会   立野放課後児童クラブ父母会 

藤塚放課後児童クラブ父母会   小渕放課後児童クラブ父母会   武里南放課後児童クラブ父母会 

武里西放課後児童クラブ父母会  宮川放課後児童クラブ父母会   武里放課後児童クラブ父母会 

 

連絡会の活動は、加盟クラブの皆さんから集められた会費 
（１世帯年間３００円）で賄われています。 
活動費は「会議会場費」「資料印刷費」「会議時保育費」などに使われています。 
（経費詳細については、総会の際に決算報告いたします。） 

個人会員も受け付けています！！！ 
春日部市放課後児童クラブ父母会連絡会は、各クラブ父母会単位での加盟を原則としますが、個人会員も

受け付けています。お子さんが退室された方、父母会が加盟していないクラブの方、父母会組織の無い庄

和地域の父母の方、連絡会の趣旨に賛同いただける方の個人加盟を歓迎いたします。会費は年間３００円

です。個人会員の方には、児童クラブ指導員を通じて会議のお知らせと議事録などをお送りいたします。 

春日部市放課後児童クラブ父母会連絡会 
事務局 土井 幹夫 
TEL:090-3312-5682 E ﾒｰﾙ：kadoi@ltj.co.jp 

ご意見・ご要望、お問い合わせはこちらまで↓ 


